
  
 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
団
体
の
寄
附
の
禁
止 

 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
を
除
く
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

何
人
も
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

 

三 

一
又
は
二
に
違
反
し
た
者
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
に
対

す
る
罰
則
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
六
条
の
二
関
係
） 

第
二 

政
治
資
金
団
体
の
制
度
の
廃
止 

 
 

政
治
資
金
団
体
の
制
度
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
の
二
等
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


